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ミラノ・コルティナオリンピック 

2 月 6 日～22 日から行われるミラノ・コルティナ五輪ですが、スケートやアイスホッケー

などはミラノで開催、その他主に屋外で行われる競技はコルティナなど郊外の地域で開

催されます。その移動距離は 5 時間ほどかかるようで、財政が厳しいイタリアでの開催に

は省コストが絶対要件のようです。イタリアの消費税は食料品などには複数の軽減税率

が適用されているものの標準税率は 22％だそうです。複雑な税金計算をどうやっている

のか気になります。  

 

確定申告にあたってのお願い（医療費関係） 

●「医療費のお知らせ」を利用される方で、領収書の内容と重複している場合は重複分

の領収書を除いていただき、残りの領収書と医療費のお知らせをお持ち下さい。 

●患者別ごと・病院別ごとに分類して下さい。 

●駐車料金、タクシー代は控除対象外です（足の不自由な方がタクシーを利用した場合

や､公共交通機関が利用できない場合のタクシー利用は対象）。 

●おむつ代も「おむつ使用証明書」（医師の証明）が無いと対象外です。※2 年目～「主

治医意見書」の写しでも可 

●ドラッグストアのレシートは該当箇所を囲んで下さい。 ※途中で切ったりしないで下

さい。 

●バス・電車等を利用した通院の場合はリストを作成して下さい。(同日分の病院の領

収書が有る事が前提) 

例）9/2 ○○病院  電車代 \160×2(往復)=\320 

9/3 ○○医院  バス代 \210×2(往復)=\420 

以上 
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令和 8 年 2 月１日 

代表社員  大 嶋   幸 児 

弊社は 2 月 7 日は確定申告業務のため臨時出勤

日となります。翌 8 日は衆議院議員選挙と月初

から慌ただしい日が続きますが体調管理に気を

つけて乗り切りたいと思います。 
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